
―
(3.75)

実
質
赤
字
比
率

第

二

千

三

百

八

十

七

号

平
成
二
十
四
年
十
月
十
二
日

―
(8.75)

連
結
実
質
赤
字
比
率

19.7
(25.0)

実
質
公
債
費
比
率

(

金
曜
日)

218.5
(400.0)

将
来
負
担
比
率

目

次

告

示

○
平
成
二
十
三
年
度
決
算
に
基
づ
き
算
定
し
た
健
全
化
判
断
比
率

(

財

政

課)

六
七
七
ペ
ー
ジ

○
平
成
二
十
三
年
度
決
算
に
基
づ
き
算
定
し
た
資
金
不
足
比
率

(

同

)

六
七
七

○
兼
用
工
作
物
の
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
の
協
議

(

河

川

課)

六
七
八

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
道
路
の
位
置
指
定

(

建
築
指
導
課)

六
七
八

○
保
安
林
の
指
定

(

郡
上
農
林
事
務
所)

六
七
九

公
安
委
員
会
告
示

○
地
域
交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
の
委
嘱

(
交
通
企
画
課)

六
八
〇

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

(

環
境
生
活
政
策
課)

六
八
〇

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

(

同

)

六
八
一

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

環
境
管
理
課)
六
八
一

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

(

商
業
流
通
課)
六
八
二

○
飼
料
の
試
験
結
果

(

畜

産

課)

六
八
三

○
公
共
測
量
の
終
了

(

用

地

課)

六
八
五

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
設
立
認
可

(

街
路
公
園
課)

六
八
五

○
開
発
行
為
の
工
事
の
完
了

(

建
築
指
導
課)

六
八
六

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(

西
濃
農
林
事
務
所)

六
八
六

告

示

岐
阜
県
告
示
第
四
百
六
十
六
号

平
成
二
十
三
年
度
決
算
に
基
づ
き
算
定
し
た
健
全
化
判
断
比
率
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
の
で
、
地

方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
九
年
法
律
第
九
十
四
号)

第
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
月
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(単
位
：
％
)

�
１

(
)
内
に
は
､
そ
れ
ぞ
れ
の
比
率
に
係
る
早
期
健
全
化
基
準
を
記
載
し
た
｡

２
実
質
赤
字
額
及
び
連
結
実
質
赤
字
額
が
な
い
た
め
､
そ
れ
ぞ
れ
｢―
｣
を
記
載
し
た
｡

岐
阜
県
告
示
第
四
百
六
十
七
号

平
成
二
十
三
年
度
決
算
に
基
づ
き
算
定
し
た
資
金
不
足
比
率
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
の
で
、
地
方

公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
九
年
法
律
第
九
十
四
号)

第
二
十
二
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
月
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
四
年
十
月
十
二
日



岐
阜
県
流
域
下
水
道
特
別
会
計

岐
阜
県
工
業
用
水
道
事
業
会
計

岐
阜
県
水
道
事
業
会
計 会
計
の
名
称

―
(20.0)

―
(20.0)

―
(20.0)

資
金
不
足
比
率

瑞
穂
市
牛
牧
字
中
尾
六
八
五
番
四

羽
島
市
福
寿
町
平
方
字
橋
上
三
四
六
番
四

山
県
市
大
字
高
富
字
井
戸
尻
二
五
一
〇
番

四 羽
島
郡
笠
松
町
北
及
字
五
反
田
一
五
二
一

番
四

同

市
横
屋
字
中
吹
四
八
二
番
四

瑞
穂
市
本
田
字
大
正
二
〇
七
九
番
四

位

置�･�� �･�� �･�� �･�� �･�� �･�� 幅

員

(

メ
ー

ト
ル)��･�� ��･�� ��･�� ��･�� ��･�� ��･�� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

岐
建
築
第
九

号
の
一
四

岐
建
築
第
九

号
の
一
三

岐
建
築
第
九

号
の
一
二

岐
建
築
第
九

号
の
一
一

岐
建
築
第
九

号
の
一
〇

岐
建
築
第
九

号
の
八

指
定
番
号

同�･�� 同�･�� 同�･�� 同�･�� 同�･�� 平
成
��･�･�� 指

定

年
月
日

(単
位
：
％
)

�
１

(
)
内
に
は
､
経
営
健
全
化
基
準
を
記
載
し
た
｡

２
資
金
不
足
額
が
な
い
た
め
､
そ
れ
ぞ
れ
｢―
｣
を
記
載
し
た
｡

岐
阜
県
告
示
第
四
百
六
十
八
号

河
川
法(

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号)

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
堤
防
と
道
路

と
の
兼
用
工
作
物
の
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
協
議
が
成
立
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告

示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
書
は
、
岐
阜
県
県
土
整
備
部
河
川
課
及
び
岐
阜
県
郡
上
土
木
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
月
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

河
川
の
名
称

木
曾
川
水
系
曽
部
地
川

二

河
川
管
理
施
設
の
名
称
又
は
種
類

木
曾
川
水
系
曽
部
地
川
左
岸
堤
防

三

河
川
管
理
施
設
の
位
置

郡
上
市
白
鳥
町
白
鳥
字
坂
山
七
八
番
四
地
先
か
ら

同
町
為
真
字
山
本
一
二
四
六
番
三
地
先
ま
で

四

管
理
を
行
う
者
の
氏
名
及
び
住
所

氏
名

道
路
管
理
者

郡
上
市
長

日
置

敏
明

住
所

郡
上
市
八
幡
町
島
谷
二
二
八
番
地

五

管
理
の
内
容

１

道
路
専
用
施
設(

路
面(

路
盤
の
部
分
を
含
む
。)

、
路
肩
、
道
路
の
附
属
物
そ
の
他
の
専
ら
道

路
の
管
理
上
必
要
な
施
設
又
は
工
作
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

の
新
設(

道
路
の
附
属
物
に
係

る
も
の
に
限
る
。)

、
改
築
、
維
持
又
は
修
繕

２

路
肩
に
接
す
る
法
面
で
、
当
該
路
肩
か
ら
護
岸
天
端
ま
で
の
範
囲
内
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て
の

維
持

３

原
則
と
し
て
道
路
専
用
施
設
に
係
る
災
害
復
旧

六

管
理
の
期
間

平
成
二
十
四
年
九
月
二
十
一
日
か
ら
道
路
が
存
し
な
く
な
る
日
ま
で

岐
阜
県
告
示
第
四
百
六
十
九
号

建
築
基
準
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号)

第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
、
建
築
事
務
所
長
が
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
の
で
、
建
築
基
準
法
施
行
規
則(

昭
和
二
十
五

年
建
設
省
令
第
四
十
号)

第
十
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
月
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
建
築
事
務
所

第２３８７号 岐 阜 県 公 報 平成24年10月12日 ( 678 )



美
濃
加
茂
市
太
田
町
字
宝
田
一
九
九
〇
番

一
六

加
茂
郡
川
辺
町
中
川
辺
字
能
田
二
二
四
番

四
及
び
二
二
一
番
三
の
一
部

美
濃
加
茂
市
本
郷
町
二
丁
目
字
浦
廻
間
七

九
五
番
九
及
び
七
九
六
番
一
一

同
市
下
有
知
字
小
豆
畑
一
一
八
九
番
四

同
市
稲
口
字
原
比
三
七
六
番
四
、
三
七
七

番
三
及
び
三
七
九
番
一

関
市
上
白
金
字
車
戸
前
一
一
五
五
番
一
三

及
び
同
番
一
四

位

置

安
八
郡
安
八
町
南
今
ヶ
渕
字
中
筋
五
四
〇

番
七

安
八
郡
安
八
町
南
今
ヶ
渕
字
河
原
四
一
五

番
一
及
び
同
番
九

揖
斐
郡
池
田
町
宮
地
字
谷
際
一
〇
八
九
番

二
九

揖
斐
郡
大
野
町
大
字
中
之
元
字
長
塚
七
九

番
六

揖
斐
郡
池
田
町
田
畑
字
明
田
七
〇
〇
番
一

三
及
び
同
番
一
九

安
八
郡
安
八
町
森
部
字
南
沼
一
六
九
二
番

四

位

置

羽
島
郡
岐
南
町
伏
屋
七
丁
目
一
四
一
番
四

羽
島
市
上
中
町
長
間
字
野
崎
一
九
三
三
番

一
三

羽
島
郡
笠
松
町
米
野
字
黍
島
五
三
二
番
四�･�� �･�� �･�� �･�� �･��〜�･�� �･�� 幅

員

(

メ
ー

ト
ル) �･�� �･�� �･�� �･�� �･�� �･�� 幅

員

(

メ
ー

ト
ル) �･�� �･�� �･����･�� ��･�� ��･�� ��･�� ���･�� ��･�� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ��･�� ��･�� ��･�� ��･�� ���･�� ��･�� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ��･��� ��･�� ��･��
中
建
築
第
三

七
号
の
一
一

中
建
築
第
三

七
号
の
一
〇

中
建
築
第
三

七
号
の
九

中
建
築
第
三

七
号
の
八

中
建
築
第
三

七
号
の
七

中
建
築
第
三

七
号
の
六

指
定
番
号

西
建
築
第
一

二
五
号
の
九

西
建
築
第
一

二
五
号
の
八

西
建
築
第
一

二
五
号
の
六

西
建
築
第
一

二
五
号
の
五

西
建
築
第
一

二
五
号
の
四

西
建
築
第
一

二
五
号
の
三

指
定
番
号

岐
建
築
第
九

号
の
一
八

岐
建
築
第
九

号
の
一
七

岐
建
築
第
九

号
の
一
五

同�･� 同�･�� 同�･� 同�･� 同�･� 平
成
��･�･�� 指

定

年
月
日

同�･�� 同�･�� 同�･� 同�･�� 同�･�� 平
成
��･�･� 指

定

年
月
日

同�･�� 同�･�� 同�･�
同

市
苗
木
字
並
松
四
六
三
九
番
一
九

の
一
部
か
ら
同
番
一
〇
三
ま
で

中
津
川
市
駒
場
字
青
木
四
〇
八
番
四
か
ら

四
一
三
番
一
九
ま
で

土
岐
市
妻
木
町
鍛
冶
ヶ
入
二
四
七
二
番
一

か
ら
二
四
七
四
番
九
ま
で

中
津
川
市
苗
木
字
狩
宿
四
五
四
七
番
一
八

三

位

置

加
茂
郡
坂
祝
町
深
萱
字
利
正
寺
三
七
四
番

四 同

市
加
茂
野
町
鷹
之
巣
字
三
十
塚

一
三
五
一
番
四

�･�� �･�� �･�� �･�� 幅

員

(

メ
ー

ト
ル)

�･��〜�･�� �･�����･�� ���･�� ��･�� ��･�� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ��･�� ��･��
東
建
築
第
六

五
号
の
六

東
建
築
第
六

五
号
の
五

東
建
築
第
六

五
号
の
四

東
建
築
第
六

五
号
の
三

指
定
番
号

中
建
築
第
三

七
号
の
一
三

中
建
築
第
三

七
号
の
一
二

同�･� 同�･�� 同�･�� 平
成
��･�･� 指

定

年
月
日

同�･�� 同�･��

西
濃
建
築
事
務
所

中
濃
建
築
事
務
所

東
濃
建
築
事
務
所

(

道
路
の
位
置
を
示
す
図
面
は
、
そ
の
位
置
を
所
管
す
る
建
築
事
務
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
四
百
七
十
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
森
林
を
保
安
林
に
指
定
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
で
準
用
す
る
同
法
第
三
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
月
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
の
所
在
場
所

郡
上
市
八
幡
町
相
生
字
荒
山
二
七
一
七
の
三
、
二
七
一
八
、
二
七
二
一
の
三
か
ら
二
七
二
一
の
五

ま
で

二

指
定
の
目
的

落
石
の
危
険
の
防
止

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。
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大
垣
警
察
署

管
轄
区
域

活
動
区
域

岩

田

高

治

氏

名

大
垣
市
藤
江
町

住

所

平
成
二
四
・

九
・
二
一

委

嘱

年

月

日

公

示

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
郡
上
農
林
事
務
所
及
び
郡
上
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

公
安
委
員
会
告
示

岐
阜
県
公
安
委
員
会
告
示
第
四
号

道
路
交
通
法(

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号)

第
百
八
条
の
二
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
地

域
交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
を
次
の
と
お
り
委
嘱
し
た
の
で
、
地
域
交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
及
び
地

域
交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
協
議
会
に
関
す
る
規
則(

平
成
二
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号)

第

一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
月
十
二
日

岐
阜
県
公
安
委
員
会

委
員
長

石

井

成

一

委
嘱
し
た
委
員

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
月
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
九
月
十
四
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
未
来
育
プ
ロ
ジ
ェ
ク
トM

eLikeProject

三

代

表

者

の

氏

名

山
本

美
穂
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
各
務
原
市
蘇
原
野
口
町
一
丁
目
三
二
番
地
一
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
子
育
て
に
か
か
わ
る
す
べ
て
の
人
の
人
格
・
倫

理
及
び
学
術
技
能
を
研
鑽
し
、
わ
が
国
に
お
け
る
健
全
な
親
子
関

係
に
基
づ
い
た
健
全
な
子
育
て
と
い
う
概
念
の
普
及
向
上
を
図
る

と
と
も
に
、
子
ど
も
の
人
格
と
尊
厳
の
尊
重
、
ま
た
親
側
の
意
識

の
向
上
と
子
育
て
の
質
の
維
持
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
月
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
九
月
十
九
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
あ
す
て
っ
ぷ

三

代

表

者

の

氏

名

後
藤

直
司

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
各
務
原
市
鵜
沼
山
崎
町
七
丁
目
二
二
五
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
域
に
お
け
る
障
が
い
児(

者)

と
そ
の
家
族
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に
対
し
て
、
養
育
や
教
育
な
ど
の
広
範
囲
に
渡
り
、
子
育
て
支
援

に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
子
ど
も
達
の
健
全
育
成
と
地
域
福
祉
の

増
進
を
図
り
、
さ
ら
に
は
障
が
い
の
あ
る
子
ど
も
達
が
す
べ
て
の

子
ど
も
達
や
市
民
と
共
生
す
る
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し
、
地
域
社

会
全
体
の
利
益
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(
平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
月
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
九
月
二
十
五
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ぎ
ふ
音
楽
療
法
協
会

三

代

表

者

の

氏

名

英

通
代

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
岐
阜
市
薮
田
南
五
丁
目
一
四
番
一
二
号
岐
阜
県
シ
ン
ク

タ
ン
ク
庁
舎
三
階

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
音
楽
を
媒
介
に
し
て
、
人
々
の
健
康
増
進
や
生

活
の
質(

Ｑ
Ｏ
Ｌ)

の
向
上
の
た
め
に
、
深
く
音
楽
療
法
を
学
び

実
践
す
る
こ
と
に
よ
り
、
人
々
の
健
康
と
音
楽
療
法
の
発
展
に
積

極
的
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
月
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
九
月
二
十
一
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
チ
ャ
イ
ル
ド
ラ
イ
ン
ぎ
ふ

三

代

表

者

の

氏

名

浅
野

睦
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
岐
阜
市
切
通
六
丁
目
九
番
七
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
子
ど
も
の
最
大
限
の
発
達
を
願
い
、
子
ど
も
の

声
を
聴
き
、
子
ど
も
自
身
が
自
ら
の
悩
み
な
ど
解
決
す
る
道
を
探

し
て
い
け
る
ヘ
ル
プ
ラ
イ
ン
と
な
る
た
め
の
相
談
等
の
各
種
支
援

を
通
し
て
、
子
ど
も
の
健
全
育
成
に
協
力
し
、
ま
た
子
ど
も
に
係

わ
る
い
ろ
い
ろ
な
団
体
と
連
携
す
る
な
ど
し
て
子
ど
も
が
健
全
に

育
つ
ま
ち
づ
く
り
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
月
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
調
達
物
品
の
名
称
及
び
数
量
岐
阜
県
放
射
線
監
視
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
構
築
業
務
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
平
成
24年
７
月
９
日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
平
成
24年
８
月
20日

５
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所
愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
栄
３
―
17―
12

株
式
会
社
日
立
製
作
所
中
部
支
社

支
社
長
湯
原
政
文

６
落
札
金
額
146,265,000円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
環
境
生
活
部
環
境
管
理
課

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
２
―
１
―
１
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○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
二
十
四
年
十
月
十
二
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業

流
通
課
及
び
岐
阜
振
興
局
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
四
年
十
月
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
四
年
九
月
二
十
六
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
カ
ネ
ス
エ
商
事

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

カ
ネ
ス
エ
竹
鼻
店

羽
島
市
竹
鼻
町
蜂
尻
宮
西
二
二
―
一

四

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

(

変
更
前)

株
式
会
社
カ
ネ
ス
エ
・
あ
ー
す
わ
ん

代
表
取
締
役

牛
田
彰

(

変
更
後)

株
式
会
社
カ
ネ
ス
エ
商
事

代
表
取
締
役

牛
田
彰

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

(

変
更
前)

株
式
会
社
カ
ネ
ス
エ

代
表
取
締
役

牛
田
彰

外
三
者

(

変
更
後)

株
式
会
社
カ
ネ
ス
エ
商
事

代
表
取
締
役

牛
田
彰

外
一
者

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
二
十
四
年
十
月
十
二
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業

流
通
課
及
び
岐
阜
振
興
局
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
四
年
十
月
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
四
年
十
月
三
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

三
井
住
友
信
託
銀
行
株
式
会
社

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

モ
レ
ラ
岐
阜

本
巣
市
三
橋
字
糸
貫
川
通
一
一
〇
〇
番
一

外

四

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

(

変
更
前)

株
式
会
社
バ
ロ
ー

代
表
取
締
役

田
代
正
美

外
一
四
二
者

(

変
更
後)

株
式
会
社
バ
ロ
ー

代
表
取
締
役

田
代
正
美

外
一
二
九
者

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
二
十
四
年
十
月
十
二
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
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収去番号

製
造
事
業
場
等

の
名
称
及
び

所
在

地
収
去
場
所
飼
料
の
名
称
製
造

(輸
入
)

年
月
粗
た
ん

白
質

分
析

結
果

の
概

要

粗
脂
肪
粗
繊
維
粗
灰
分
カ
ル
シ

ウ
ム

り
ん

揮
発
性

塩
基
性

窒
素

水
溶
性

窒
素

ペ
プ
シ

ン
消
化

率
Ｔ
Ｄ
Ｎ

Ｍ
Ｅ

そ
の
他

の
検
査

違
反
の

内
容

流
通
課
及
び
岐
阜
振
興
局
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
四
年
十
月
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
四
年
九
月
二
十
六
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
カ
ネ
ス
エ
商
事

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

カ
ネ
ス
エ
竹
鼻
店

羽
島
市
竹
鼻
町
蜂
尻
宮
西
二
二
―
一

四

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻

株
式
会
社
カ
ネ
ス
エ
商
事

(

変
更
前)

午
前
九
時

(

変
更
後)

午
前
七
時

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

(

変
更
前)

午
前
八
時
三
〇
分
〜
翌
午
前
〇
時
三
〇
分

(

変
更
後)

午
前
六
時
三
〇
分
〜
翌
午
前
〇
時
三
〇
分

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
二
十
四
年
十
月
十
二
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業

流
通
課
及
び
岐
阜
振
興
局
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
四
年
十
月
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
四
年
十
月
三
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

三
井
住
友
信
託
銀
行
株
式
会
社

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

モ
レ
ラ
岐
阜

本
巣
市
三
橋
字
糸
貫
川
通
一
一
〇
〇
番
一

外

四

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

(

変
更
前)

午
前
九
時
三
〇
分
〜
午
後
一
〇
時
三
〇
分(

年
間
六
十
日

午
前
八
時
三
〇
分
か
ら)

(

変
更
後)

午
前
六
時
三
〇
分
〜
翌
午
前
二
時
三
〇
分

○
飼
料
の
試
験
結
果

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律(

昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号)

第

五
十
六
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
四
年
六
月
に
収
去
さ
れ
た
飼
料
の
試
験
の
結
果
の
概
要

を
公
表
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
月
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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10 ９ ８ ７ ６ ５ ４ ３ ２ １

協
同
飼
料
株
式

会
社
名
古
屋
工

場愛
知
県
名
古
屋

市
港
区
船
見
町

19番
地

同
上

同
上

同
上

Ｊ
Ａ
東
日
本
く

み
あ
い
飼
料
株

式
会
社
知
多
工

場愛
知
県
知
多
市

北
浜
町
16番
地

全
国
酪
農
飼
料

株
式
会
社
東
海

工
場
愛
知
県
碧
南
市

玉
津
浦
町
２
番

地
の
８

豊
橋
飼
料
株
式

会
社
豊
橋
工
場

愛
知
県
豊
橋
市

明
海
町
５
番
地

の
９

中
部
飼
料
株
式

会
社
本
社
工
場

愛
知
県
知
多
市

北
浜
町
14番
地

６ 同
上

清
水
港
飼
料
株

式
会
社
鹿
島
工

場茨
城
県
神
栖
市

東
深
芝
４
番
８

高
山
市
丹
生
川

町㈱
石
地
丹
生
川

ス
ト
ッ
ク
ポ
イ

ン
ト

同
上

同
上

同
上

高
山
市
国
府
町

三
日
町
37番
地

Ｊ
Ａ
東
日
本
く

み
あ
い
飼
料
株

式
会
社
国
府
中

継
基
地

同
上

同
上

高
山
市
問
屋
町

57番
地

高
山
米
穀
畜
産

部 同
上

高
山
市
丹
生
川

町
町
方
190

大
野
運
輸
㈱

ノ
ー
サ
ン
印
肉
牛
繁

殖
用
配
合
飼
料

マ
ザ
ー
く
ろ
う
し

飛
騨
牛
繁
殖
用
新
れ

ん
さ
ん

肥
育
ひ
と
す
じ

ハ
イ
コ
ー
ン
フ
レ
ー

ク
ア
ル
フ
ァ

ほ
い
く
の
健
ち
ゃ
ん

日
清
丸
紅
印
肉
牛
繁

殖
用
配
合
飼
料

繁
殖
用
14

マ
ル
ト
肉
牛
肥
育
用

配
合
飼
料

飛
騨
の
里

マ
ル
中
印
肉
牛
用
配

合
飼
料

き
ら
め
き
仕
上

オ
ー
ル
イ
ン
ワ
ン
前

期 オ
ー
ル
イ
ン
ワ
ン
育

成
16

24.06

24.06

24.06

24.06

24.06

24.06

24.06

24.06

24.06

24.06

16.1

16.7

12.8

12.4

19.6

14.9

13.4

14.0

15.0

16.0

2.9

3.2

2.8

3.3

3.6

3.7

4.5

4.4

2.1

2.0

6.1

5.8

6.5

6.0

3.3

5.3

5.4

5.3

6.4

5.2

5.6

5.9

3.2

3.1

5.3

6.1

4.7

3.2

6.9

5.4

0.68

0.89

0.22

0.22

0.91

0.92

0.20

0.17

1.33

0.99

0.70

0.64

0.43

0.43

0.51

0.82

0.45

0.50

0.44

0.41
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15 14 13 12 11

同
上

同
上

全
国
酪
農
飼
料

株
式
会
社
東
海

工
場
愛
知
県
碧
南
市

玉
津
浦
町
２
番

地
の
８

同
上

同
上

同
上

同
上

高
山
市
八
日
町

飛
騨
酪
農
農
業

協
同
組
合
ス
ト
ッ

ク
ポ
イ
ン
ト

同
上

同
上

ハ
イ
ラ
ン
ド
74

こ
だ
わ
り
ナ
ン
バ
ー

ワ
ン

マ
イ
テ
ィ
ー
ベ
ー
ス

ノ
ー
サ
ン
印
幼
令
肉

用
牛
育
成
用
・
肉
用

牛
肥
育
用
配
合
飼
料

わ
か
う
し
育
成

ノ
ー
サ
ン
印
肉
用
牛

肥
育
用
配
合
飼
料

ひ
だ
サ
ン
フ
レ
ー
ク

24.06

24.06

24.06

24.06

24.06

17.6

17.4

17.1

19.5

14.9

3.7

3.9

4.7

3.9

3.1

5.6

4.9

5.3

5.4

3.8

5.6

5.4

4.7

5.2

3.4

0.99

0.84

0.77

0.59

0.22

0.57

0.46

0.48

0.63

0.51
○
公
共
測
量
の
終
了

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
岐
阜
国
道
事
務
所
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測

量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
月
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
岐
阜
国
道
事
務
所

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

道
路
防
災
計
画)

三

作
業
期
間

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
三
日
か
ら

同

年
九
月
二
十
八
日
ま
で

四

作
業
地
域

加
茂
郡
白
川
町
坂
ノ
東

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
設
立
認
可

都
市
再
開
発
法(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号)

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
市

街
地
再
開
発
組
合
の
設
立
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
月
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

組
合
の
名
称

大
垣
駅
南
街
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
四
年
十
月
十
二
日
か
ら

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
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岐
阜
県
指
令
東
建
築
第
六
八

号
の
六

平
成
二
四
・

三
・

六

同
東
建
築
第
八
〇
号
の

三同
二
四
・

八
・
一
五

開
発
許
可

(

変
更
許
可)

番

号

及

び

年

月

日

土
岐
市
土
岐
ヶ
丘
四
丁
目
二
番
一
一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

道
路
・
下
水

道 公
共
施
設
の

種
類

登
録
簿
に
よ

る 公
共
施
設
の

位
置
及
び
区

域

愛
知
県
豊
田
市
大
林
町
一
丁
目
八
一
番
地

ト
ヨ
タ
す
ま
い
る
ラ
イ
フ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

中

尾

益

大

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

三

施
行
地
区

事
業
計
画
書
に
お
い
て
表
示
す
る
と
お
り

四

事
務
所
の
所
在
地

大
垣
市
宮
町
一
丁
目
四
番

五

設
立
認
可
の
年
月
日

平
成
二
十
四
年
十
月
十
二
日

六

事
業
年
度

毎
年
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

七

公
告
の
方
法

事
務
所
の
掲
示
場
及
び
施
行
地
区
内
に
掲
示
す
る

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
月
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

八

権
利
変
換
を
希
望
し
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間

平
成
二
十
四
年
十
月
十
二
日
か
ら

同

年
十
一
月
十
日
ま
で

○
開
発
行
為
の
工
事
の
完
了

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
月
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

多
芸
東
部

土
地
改
良

区

平
成
��･�･��
理
事

中

村

徹

養
老
郡
養
老
町
金
屋

一
一
〇
番
地
一

同

岩�
進

同

直
江

一
三
八
番
地

同

早

崎

幸

雄

同

直
江

三
七
七
番
地

同

日

比�
一

同

直
江

三
五
七
番
地
一

同

早

崎

義

治

同

直
江

三
七
一
番
地
一

同

早

崎

昇

同

直
江

四
七
三
番
地

同

清

水

桂

同

直
江

四
七
四
番
地

同

野

村

正

弘

同

金
屋

七
九
番
地
一

同

川

瀬

國

男

同

飯
積

一
一
五
番
地
一
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同

早

崎

善

一

同

直
江

四
五
一
番
地
一

同

川�
繁

同

飯
積

一
三
九
番
地
一

同

早

崎

正

美

同

直
江

四
三
九
番
地
四

同

大�
光

治

同

飯
積

一
一
六
番
地
一

同

川�
眞

作

同

飯
積

一
二
六
番
地

同

今

津

均

同

金
屋

一
五
九
番
地

同

野

村

金

夫

同

金
屋

一
八
八
番
地
一

監
事

早

崎

孝

同

直
江

四
七
二
番
地

同

川�
豊

同

飯
積

一
三
三
番
地

同

野

村

重

夫

同

金
屋

一
〇
三
番
地
一

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

多
芸
東
部

土
地
改
良

区

平
成
��･�･��
理
事

中

村

徹

養
老
郡
養
老
町
金
屋

一
一
〇
番
地
一

同

岩�
進

同

直
江

一
三
八
番
地

同

早

崎

昇

同

直
江

四
七
三
番
地

同

野

村

正

弘

同

金
屋

七
九
番
地
一

同

西

脇

保

同

直
江

四
二
二
番
地

同

川

瀬

國

男

同

飯
積

一
一
五
番
地
一

同

清

水

巌

同

直
江

四
三
三
番
地

同

早

崎

正

美

同

直
江

四
三
九
番
地
四

同

早

崎�
文

同

直
江

三
七
三
番
地

同

西

脇

澄

雄

同

直
江

三
六
三
番
地

同

大�
光

治

同

飯
積

一
一
六
番
地
一

同

川�
眞

作

同

飯
積

一
二
六
番
地

同�
田

剛

同

飯
積

一
〇
六
番
地

同

今

津

均

同

金
屋

一
五
九
番
地

同

早

崎

正

親

同

直
江

三
六
七
番
地
二

同

野

村

康

和

同

金
屋

一
七
八
番
地
一

監
事

川�
豊

同

飯
積

一
三
三
番
地

同

早

崎

敏

同

直
江

三
九
二
番
地
五

同

野

村

重
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